
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時 令和４年９月２日～12 月 16 日 各回金曜日（全 15 回） 

●時間 午前 10 時～正午まで(講座実施における、子供の預かり(保育等)は実施しておりません) 

●会場 あいとぴあセンター(狛江市元和泉 2-35-1) 

●定員 10 名程度(最低開講人数 2 名)   ●受講料 3,000 円(テキスト、資料代等) 

●対象者  

①Windows8.1以上の OSを搭載しているノートパソコンを持参できる方。 

②有線 LAN(イーサネット)、USBに接続できるパソコンをお持ちの方(LAN変換アダプター等使用含む)。 

③ウィルス対策ソフトの最新版がインストールされているパソコンをお持ちの方。 

④パソコンの基本操作に加え、手元を見ずに入力ができる方。文字入力が容易に(かな・漢字交じりの文章 

を 1分間に 100文字程度)できる方。 

⑤受講修了後、狛江市に登録し活動ができる方。（市内外の現場への派遣や、オンラインによる活動） 

●内容  

専用ソフトを使った入力実習を中心に、聴覚障がいの基礎知識や文字通訳利用者のお話、文字通訳の必要性、

機器の設定の仕方などを学習し、より本番に近い形での実習も行います。パソコン技術を教える講習会では

ありませんのでご注意ください。全 15回のうち数回程度、オンラインによる講習になる場合があります。 

●申込方法  
８月22日(月)までにメールか電話にて下記申込先へ申込み。メールの場合は、氏名、住所、電話番号を明記

の上、お申込み下さい。お申込み後、講習会受講に関するアンケート等にお答えいただき、１週間程度で受

講の可否をご連絡いたします。 

 

聞こえない・聞こえにくい人に文字で伝える 

パソコン文字通訳(要約筆記)講習会 

受講生募集 

【申込み・問合せ先】 
社会福祉法人狛江市社会福祉協議会 地域総務係 要約筆記担当 

 Mail com@welfare.komae.org   TEL 03-3488-0294(代表)※午前 8 時 30 分～午後 5 時 

 

皆さんは人生の途中で耳が聞こえなくなった方や、聞こえにくい方がいることをご存知ですか？ 

そうした方々の多くは手話を知らないので、文字で伝えてほしいと思っています。 

文字通訳（要約筆記）は、話し手の言葉や声・音をその場で文字にして伝える方法で、手話を知らない

聴覚障がい者に適したコミュニケーション支援です。本講習会では、『パソコン入力』を利用した支援方法

を学びます。 

文字通訳 活動イメージ 

 

上の文章を 1分以内に打つことが

できれば、あなたも要約筆記者とし

て活動ができるかも知れません。 

チャレンジしてみて下さい。 


